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律第一六四号）の改正により、子どもに身近
な地域において必要な発達支援を受けられる
ように、障がいの種別で区分されていた給付
体系が通所または入所の利用形態別に一元化
された。また、同法の改正に伴い、放課後等
デイサービス事業および保育所等訪問支援制
度が創設された。それでもなお、在宅医療を
受ける子どもの発達支援にあたっては不十分
さが指摘されており、児童発達支援センター
等における通所支援の機能の活用や保育等の
他の制度との連携等をとおして、十分な支援

Ⅰ．端緒

　日本では、出生数は減少する一方、保健医
療の進歩等に伴い、NICU（新生児集中治療室）
等に長期間入院した後、在宅医療等において
人工呼吸器等の管理や喀痰の吸引等の医療的
ケアを必要とする子どもの割合が増加する傾
向にある。
　在宅医療等を受ける病気や障がいのある子
どもを支援するために、日本では、二〇一二
年に実施された児童福祉法（昭和二二年　法
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日本における在宅医療から通所施設に移行する過程での
遊びへの参加をとおした子ども支援

Supporting Children through Participation in Play Activities during the Transition  

from Home-based Care to Daycare Settings in Japan
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 This study examined the support for children with disabilities in play activities during the 

process of shifting from home-based care to daycare settings.

 As the results, the support related to child development, families, and communities 

promoted playing that took into account children’s age and the types and levels of disability, 

understanding of children as well as their disabilities in the process of playing, inclusion of 

children in the community, and the building of a relationship between children and the 

community.

 Also, the results identified the following: in order to protect children’s rights to play, it is 

important to not only promote their recovery and development through playing, but also 

respect the independence of children with diseases or disabilities; create a better life for 

children and ensure their social participation through playing that is supported by a 

spontaneous motivation aiming at playing for its own sake; and obtain further support from 

national and local governments.
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遊びへの参加を中心とした権利擁護に関わる
検討をとおして、病気や障がいのある子ども
の福祉を発展させることにある。
　以下では、日本において通所施設への移行
を支援する専門機関における実践と特性を挙
げ、遊びに参加する子どもの権利を擁護する
ための勧告を基に、その成果とさらなる発展
にあたっての課題を示す。

Ⅲ．結果

　日本では、子どもの入院から、在宅医療を
経て、通所支援へ至る過程で必要な支援を包
括的に実施する施設が整備されつつある。こ
の代表的な施設の一つに、大阪発達総合療育
センターが挙げられる。
　大阪発達総合療育センターは、一九七〇年
に、聖母整肢園として開設された９）。以後、
大阪発達総合療育センターでは、中枢性の麻
痺による運動障がいを主症状とする乳児期か
らの子どもおよび保護者を対象とした支援が
実施されてきた。現在では、医師、看護師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床
心理士、社会福祉士、保育士、ならびに、教
師等が、チームで支援している。チームでの
支援を発展させるために、保健医療専門職を
対象とした講習をはじめ、保育士および教師
にも、療育多職種講習会や上級講習会が実施
されている。
　大阪発達総合療育センターの基本理念は、
心身の発達に障がいのある子どもが、地域で、
安心して豊かに楽しく主体的に生活できるよ
うに、子どもおよび家族に対して、生活全般
にわたって支援することにある。
　この理念に基づいた大阪発達総合療育セン
ターの支援の目的として挙げられているのは、
発達支援、家族支援、ならびに、地域支援で

の確保ならびにその質の向上のための検討が
重ねられているところである。
　日本における子どもの在宅医療での子ども
支援に関して、先行研究では、子どもの回復
支援の在り方１）、子どもの支援にあたっての
現状および課題が報告された２）。具体的な子
どもの支援として、子どもの立場に適った施
設の在り方や３）、地域における包括的支援の
在り方が検討された４）。また、重篤な病態に
ある子どもに特化した、在宅医療における子
どもとの情報の共有の在り方をはじめ５）、子
どもの支援の在り方についても指摘された６）。
さらに、本稿の主題に直接的に関わる在宅医
療から通所施設への移行支援に関して、医療
的ケアを常に必要とする子どもの外出支援の
在り方が明らかにされた７）。
　日本では、生活や遊びをとおして、在宅医
療を受ける子どもの通所施設への移行が支援
されている。特に、遊びへの参加については、
国連子どもの権利条約の第三一条（休息、余
暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加）を
中心に確保された基本的な子どもの権利であ
る。国連子どもの権利委員会は、二〇一三年
に、一般的意見一七号（「休息、余暇、遊び、
レクリエーション活動、文化的生活および芸
術への子どもの権利」。以下「意見一七号」。）
を採択し、第三一条の理解および実施を改め
て要請した８）。
　子どもの在宅医療から通所施設への移行支
援にあたって、子どもの権利として遊びへの
参加を支援するために、何をどのように確保
する必要があるのか。本稿では、この問いに
ついて検討する。

Ⅱ．目的および方法

　本稿の目的は、在宅医療を受ける子どもの
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評価される。療育においては、子どもの発達
に関する科学的な知見をふまえたうえで、
個々の子どもや変化に応じた支援が実施され
る。支援にあたっては、一人ひとりの子ども
の潜在的な力まで評価され、潜在的な力を活
用するための手法が示される。また、支援の
過程では、説明をとおして、子どもおよび家
族との協働が重視される。
　こうしたボバース・コンセプトに基づいて、
大阪発達総合療育センターでは、療育効果に
期待できる包括的なプログラムが子どもおよ
び保護者に提案されている。プログラムでは、
年齢に応じたプログラムを提供することによ
り、潜在する基本的な子どもの力を最大限に
引き出し、最高の運動機能が獲得されるよう
に支援されている。また、子どもの日常生活
の自立を目指し、コミュニケーションや集団
適応などに関わる社会性や学習力の準備にも
対応されている。

１．通所施設の整備

　大阪発達総合療育センターでは、通所支援
施設として、児童発達支援センター（主に肢
体不自由児）「ふたば」が設置されている10）。
　「ふたば」での通所支援は、週末に実施さ
れる行事を除いて、月曜日から金曜日の五日
間にわたって実施される。
　「ふたば」では、個別保育の他に、年齢別
保育や、縦割り保育といった保育形態が設定
されている。また、「ふたば」では、粗大遊び
と微細遊びといった二つのテーマから一つを
選び、選択したテーマに約二ヶ月間にわたっ
て参加する、選択保育が導入されている。選
択保育は、テーマごとの遊びの積み重ねをと
おして、感覚や運動に関わる理解の深まりを
促すために実施される。

ある。
　第一の発達支援では、保育、リハビリテー
ション、看護、発達相談等に関わる専門職と
家族により作成された個別支援計画に基づい
て、将来を見通した療育が進められている。
また、日常生活において最大限の自立が達成
されるように、子どもごとの取り組みが行わ
れている。さらに、発達を促すために、年齢
および障がいの種類・程度を考慮した、社会
生活や遊びが援助されている。
　第二の家族支援では、社会制度や資源に関
わる情報の提供や、保護者との施設の利用を
とおして、楽しく子育てできることが志向さ
れている。また、遊びの過程で、保護者が子
どもや子どもの障がいを理解することが支援
されている。
　そして、第三の地域支援では、適切な時期
に地域で安心して進路を選択できるように、
療育が実施されている。また、社会性や学習
に関わる力の発達も支援されている。
　これらの目的を達成するために、療育は、
懇談会やモニタリングでの聴取を伴って進め
られている。
　大阪発達総合療育センターでは、日本で初
めて、脳性麻痺のある子どもの０歳からの早
期治療が開始された。また、大阪発達総合療
育センターでは、ボバース・コンセプトを基
盤とした療育が実施されている。
　ボバース・コンセプトとは、脳性麻痺等の
中枢神経疾患のある子どもの治療に関わる考
え方である。1940年代に、イギリスのボバー
ス夫妻によって提唱された。ボバース・コン
セプトでは、治療および療育をとおして、子
どもの生活全般が支援される。治療にあたっ
ては、最新の科学に基づいて、脳の損傷によっ
て生じる姿勢と運動の機能障がいが観察され、
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　九時三〇分から九時五〇分まで集団遊びが
実施された後、九時五〇分から一一時二〇分
には、曜日ごとに、年齢別保育、選択保育ま
たは個別保育が実施される。両親教室や交流
保育等も予定されており、健康や福祉に関し
て学習したり、月に一～二回の頻度で地域の
保育所を相互に訪問する機会が確保されたり
している。
　また、年間の行事として、入園式、遠足、
夏祭り、運動会、クリスマス会や、卒退園式
等が予定されており、家族で参加することが
できるように、開催日や開催場所が配慮され
ている。
　また、大阪発達総合療育センターでは、「ふ
たば」の分園として、隣接する区で、「あさし
お園」が設置されている。「あさしお園」では、
心身の障がいや発達の遅れのある就学前まで
の乳幼児に対して、保育および療育が実施さ
れている。「あさしお園」では、発達支援、
相談援助の他に、保育所等訪問支援に対応さ
れている。
　さらに、大阪発達総合療育センターでは、
主に、難聴の子どもおよび保護者を対象とし
た児童発達支援センターとして、「ゆうなぎ
園」が開設されている11）。「ゆうなぎ園」では、
子どもの発達支援、相談援助や、保育所等訪
問支援が、個別的および集団的に実施されて
いる。
　加えて、大阪発達総合療育センターでは、
心身に重症の障がいのある乳幼児を支援する
施設として、児童発達支援事業所「あおば」
が開設されている12）。「あおば」では、月曜
日から土曜日までの週六日間にわたり、子ど
もだけが通所する預かり登園において、保育
が実施されている。「あおば」の支援の対象は、
子どもの発達支援、子育て支援、ならびに、

地域移行支援にわたる。子どもの発達支援で
は、年齢および障がいの程度に応じて家庭と
ともに検討した個別支援計画に基づいて、遊
び、食事や入浴等の生活支援や、機能訓練が
実施されている。子育て支援では、遊びや生
活等の観察の成果をふまえて、子どもの心身
の発育・発達に関する家庭との相互的な理解
が支援されており、その過程では相談援助も
活用されている。地域移行支援では、障がい
のある子どもおよび家庭が社会に包摂される
起点としての位置づけの基に、子どもおよび
家庭が地域で生活するための包括的な支援が
志向されている。

２．通所施設への移行

（１）外来リハビリテーション

　大阪発達総合療育センターでは、施設入所
の段階から、通所施設への移行を支援するた
めの援助が実施されている。例えば、入所施
設「わかば」では、療法士、看護師、介護士
および保育士による援助を得て、医療保育等
の集団生活での発達支援の過程で、日常生活
や社会生活に関わる身体機能の回復が図られ
ている。
　そのうえで、大阪発達総合療育センターで
は、通所施設に移行した子どもおよび家庭を
支援するための包括的な援助が実施されてい
る。
　第一の支援が、外来リハビリテーションで
ある。
　外来リハビリテーションの支援には、リハ
ビリテーション部およびリハビリテーション
歯科の設置、ならびに、保険医療機関南大阪
小児リハビリテーション病院との連携が挙げ
られる。
　リハビリテーション部は、理学療法科、作
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「子どもの最善の利益」であるという理解の
下に、子どもの在宅医療に関わる多様な専門
職が共同した生活支援が提案されている。
　医療相談室では、通所支援、レスパイト・
ケアを含むショート・ステイ（短期入所事業）
の利用や入所措置等におよぶ、医療・福祉の
支援や制度に関わる包括的な相談に対応され
ている。
　さらに、直接的な支援として、訪問看護ス
テーション「めぐみ」が開設されている。「め
ぐみ」では、看護師およびリハビリテーショ
ンに関わる療法士が、子どもの家庭を定期的
に訪問し、地域での生活に関わる支援にあ
たっている。

（３）ヘルパー・ステーション

　大阪発達総合療育センターでは、ヘルパー・
ステーション「めぐみ」も開設されている。「め
ぐみ」では、月曜日から土曜日の日中に、介
護士やヘルパー等の有資格者が子どもの自宅
を訪問して、生活支援を実施している。生活
支援は、身体介護、家事援助、移動援助、な
らびに、重度訪問介護にわたる。生活支援で
は、子どもおよび家族と相談しながら、子ど
もの生活リズムを尊重した支援が実施できる
ように配慮されている。

（４）生活介護・児童発達支援事業「なでしこ」

　大阪発達総合療育センターでは、通所支援
に移行した地域で生活する一八歳以上の子ど
もおよびおとなの生活・発達を支援する事業
として、「なでしこ」が設定されている。「な
でしこ」では、運動や創作等の日常的な活動、
活動をとおした仲間や職員との交流支援の他
に、地域交流スペースを活用した地域の人々
との社会的活動支援が実施されている。

業療法科、ならびに、言語聴覚療法科にわた
る総合的な専門科で構成されている。リハビ
リテーション部では、早期治療から長期的支
援におよぶ実践の過程で、質の高い支援を実
現する療法士の育成にも尽力されている。
　また、南大阪小児リハビリテーション病院
では、整形外科、小児科および障がい児歯科
の専門診療科が開設され、相互の診療科の密
接な連携が図られている。さらに、南大阪小
児リハビリテーション病院では、介護・療育
部門が設置されている。介護・療育部門では、
日常的な遊びや季節ごとの行事等をとおして、
子どもおよび家族が楽しく生活に関わる力を
高めていくことができるように支援されてい
る。これらの診療体制において、南大阪小児
リハビリテーション病院では、障がいのある
子どもおよび家庭ごとに適切な保健医療支援
を実施すると共に、障がいのある子どもおよ
び家族の支援に関わる地域のネットワークの
構築の実現が志向されている。

（２）訪問看護・訪問リハビリテーション

　大阪発達総合療育センターでは、訪問診療
科、地域医療連携部、ならびに、医療相談室
において、訪問看護・訪問介護に関わる支援
が実施されている。
　訪問診療科では、医療機関に通院が困難な
子どもの自宅に医師が定期的訪問して、診療
が行われている。訪問診療は、計画および子
どもの病態に基づいて、原則として、月に二
回程度実施されている。病態が急変した場合
には、連携する医療機関で検査や治療を受け
たり、二四時間体制で臨時往診が適用された
りできるように整備されている。
　地域医療連携部では、子どもが家庭や社会
に包摂されて生活することができることが
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（５）地域との連携

　大阪発達総合療育センターでは、地域との
連携を発展させるために、Web Page、機関
誌や、公開講座等で、活動および支援に関す
る情報を定期的に公開している。Web Page

等では、奮闘記の紹介等により、障がいのあ
る子どもの参加も支援されている。
　また、大阪発達総合療育センターでは、専
門職の支援をとおして、地域との連携を促進
するために、ショート・ステイ連絡協議会、
療育関係職講習会、ならびに、コーディネー
ト事業が定期的に実施されている。ショート・
ステイ連絡協議会では、医療と福祉のネット
ワークの重要性等の主題に関して、事業者と
検討が重ねられている。療育関係職講習会で
は、生活支援や、チームでのアプローチの重
要性や実際に関して、多職種間での交流が支
援されている。コーディネート事業では、研
修において、心身に重症の障がいのある子ど
もの理解が促進されている。

３．通所施設の利用

　「ふたば」の通所支援は、九時三〇分から
一四時三五分まで実施される。また、一五時
三〇分までは、必要に応じて、個別の保育が
実施される。
　「ふたば」の通所支援は、子どもと保護者
を対象に実施されている。子どもには、心身
の発育・発達支援、基本的な生活習慣の習得、
遊びをとおした家庭以外の環境の経験、なら
びに、家庭でも実施できる遊びの体験を目的
とした保育が行われる。また、保護者には、
子どもや子育てに関わる学習、保護者間での
仲間づくり、地域での生活の発展、ならびに、
子育ての不安の軽減が支援される。
　「ふたば」では、以下に示すように、年間

をとおした保育内容が設定されている。また、
年間の保育内容に基づいて、月ごとに、テー
マ、ねらい、製作活動および行事が予定され
ている。
　「ふたば」では、健康に関わる支援が重視
されている。支援の内容には、日常的な観察

（視診）をはじめとして、定期的な身体検査、
健康管理に関する助言および相談、保護者と
健康管理に関して検討する機会の設定が挙げ
られる。
　また、「ふたば」では、子どもの昼食として、
安全でおいしく食べることができる給食が１
食あたり300円で提供されている。給食は、
医師の診断に基づいて、子どもごとに食べや
すい食形態で用意されており、食物アレル
ギーにも対応されている。さらに、家庭の食
事に活用してもらえるように、保護者を対象
とした食に関わる相談が実施されている。
　この他に、「ふたば」では、専任のセラピス
トが配置されており、具体的な場面での個別
的または集団的な支援にも対応されている。
また、社会福祉士が個別相談に対応しており、
子どもや地域ごとに適用される支援が案内さ
れたり、障がい児通所受給者証の更新手続き
等に関わる相談援助が実施されたりしている。
　加えて、「ふたば」では、家庭訪問が実施さ
れている。家庭訪問をとおして得られた家庭
の様子や地域の環境に関する情報は、子ども
の療育に活用される。
　さらに、「ふたば」では、保護者支援として、
先に示した両親学級において社会資源に関す
る情報が提供される他に、保護者のグループ
活動が支援されており、保護者だけで交流す
る機会が確保されている。また、保護者の要
望に応えて、卒園児の保護者との座談会が、
年に一回、実施されている。座談会では、「地
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域の幼稚園または保育所」、「地域の小学校」、
「特別支援学校」の進学先ごとに、保護者が
情報を交換する場が設定されている。

４．子どもの遊びに参加する権利

　子どもの権利としての遊びでは、子どもの
自律性の行使が尊重される。
　意見一七号では、子どもの権利条約第三一
条で規定された子どもの権利としての遊びに

ついて、「子どもにより始められ統制され組み
立てられた行動、活動あるいは過程」であり、
子どもにより「いつでもどこでも行われるも
の」であることが指摘された（para.14c）。
そのうえで、意見一七号では、子どものケア
提供者に対して、遊びが「ある目的の手段」
ではなく「それ自体が目的」であるように、「遊
びが子どもの内在的な動機から営まれるこ
と」を子どもに保障し、これを実現するため

表１　年間の保育内容

月 テーマ ねらい 製作活動 行事

4 身体運動遊び 様々な動きの経験  入園式
 　集団遊び 集団に慣れる

5 園外遊び 戸外での活動の経験 母の日製作 遠足
  遊具等に慣れる

6 触覚遊び 様々なものに触れる 父の日製作
  感触を楽しむ

7 水遊び 水に慣れる 七夕製作
  夏祭りの遊びの経験 作品展 夏祭り

8 プール 浮力を感じる
  身体の動きを楽しむ

9 身体運動遊び 身体を動かすことを楽しむ

10 運動会 戸外の遊具で楽しむ  運動会
  競争の経験

11 クッキング 食材を五感で味わう

12 クリスマス 音、光を感じる 楽器製作 クリスマス会

1 正月遊び 正月遊びを親子で
  楽しむ

2 節分遊び 豆まきを楽しむ

3 集団遊び 友達と遊ぶことを おひなさま製作 卒園式
  楽しむ
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の「環境の創造に寄与」することが勧告され
た。
　また、意見一七号では、第三一条一項の「自
由に参加する」という文言との関係からも、
遊びに関して子どもによるアクセス、選択お
よ び 参 加 を 尊 重 す る よ う 強 調 さ れ た

（para.14g）。
　さらに、意見一七号では、子どもが遊ぶこ
とを動機づけられるうえで重要な因子である、

「喜び」、「不確実性」、「挑戦」、「柔軟性」および
「非生産性」といった遊びの有する特性を子
どもとの遊びにおいて確保する必要性も示唆
された。
　以上のように、遊びが子どもの権利として
国際的に重視されるのは、「子どもの生活」と
の関係からである。
　第一に、意見一七号では、「子どもの生活を
豊かにする」観点から、この条項自体および
条約全体との双方の関係で以って、第三一条
を包括的に理解し履行するよう勧告された

（para.8）。さらに、第三一条に関して、ユニー
クで発達の過程にある「子ども時代の特性を
保護」するために必要な条件であり、子ども
時代の質、子どもの発達の機会、レジリエン
スの促進および他の権利を確保するうえで、
実現する必要のあることが指摘された。
　その履行のために、意見一七号では、第
三一条の各条項の分析に加えて、条約の一般
原則および他の条項との関係に基づいて、第
三一条を実施すべきであることが勧告された。
　このうち、一般原則である第二条（差別の
禁止）との関係では、障がいのある子どもを
含めて、いかなる種類の差別もなく、あらゆ
る子どもに対して第三一条を確保する措置を
講じなければならないことが締約国に要請さ
れた（para.16）。

　また、第二三条（障がいのある子どもの権
利）との関係においては、第三一条の行使に
関して、障がいのある子どもも遊びのための
環境や設備にアクセスでき遊びを確保されな
ければならないことが勧告された（para.24）。
さらに、障がいのある子どもにも等しく遊び
への参加が確保されるためには、おとなや仲
間による認識や支援が必要であることから、
意見一七号では、家族およびケア提供者の他、
専門職に対して、障がいのある子どもの遊び
に参加する権利、ならびに、その実現のため
の手段が確保されることの価値について認識
することが求められた。
　そして、第二四条（健康・医療への子ども
の権利）との関係では、第三一条を実現する
ことが、子どもの健康、well-beingおよび発
達の促進に寄与するものであることに加えて、
病気の子どもにおいては回復を促進するうえ
で重要な役割を果たすことに期待されるもの
であることが提示された（para.25）。
　加えて、障がいのある子どもに関しては、
家庭内での孤立、身体的な課題および障がい
のある子どもを包摂しない政策等の多様な障
壁が第三一条で確保された権利へのアクセス
を妨げていることが指摘され、締約国に対し
て障壁を除去し遊びのアクセスや利用を促進
するための措置を率先して講じるように求め
られた（para.50）。
　この勧告に関して、意見一七号では、先の
第二条と同じく条約の一般原則である第一二
条（子どもの意思の尊重）との関係から、障
がいのある子どもを含めて、あらゆる子ども
に第三一条を確保するための立法、政策、方
策およびデザインを発展させることに寄与す
る機会を確保するよう強調された（para.19）。
その例には、子どもの遊びに関連した政策に
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関する協議、子どもに親しみ易いコミュニ
ティおよび環境の計画やデザイン、ならびに、
遊びの機会に関するフィードバック等が挙げ
られた。
　第二に、意見一七号では、遊びを「子ども
の健康、well-beingおよび発達の促進」に不
可欠なものとして子どもに確保するよう勧告
さ れ た（para.9）。 そ の 根 拠 に は、 遊 び が、
子どもの学習に係るあらゆる側面に寄与する
と共に、子どもにとっては日常生活における
参加そのものであり、子どもに楽しみや喜び
を与える点で子どもに固有の価値であること
が挙げられた。
　そして、第三に、意見一七号では、子ども
自身および子ども同士に加えて、子どもに支
援的なおとなと一緒に行われうるという遊び
の有する特性から、「子どもの理解」、ならびに、

「子どもとの間の相互的な尊重」という視点
をふまえた第三一条の実施が勧告された

（para.10）。この視点には、遊びが、子ども
にとって、遊びをとおして愛しケアしてくれ
るおとなにより発達を支援されうるものであ
ると共に、おとなには、子どもの理解をもた
らすものであり、また、両者の関係において
は、効果的なコミュニケーションに寄与する
ものであることを含むことが求められた。
　一方、おとなが子どもの遊びを統制する場
合には、子どもの創造性、リーダーシップや、
チーム・スピリットの発達に係る効果を減じ
るおそれがあることから、おとなが子どもと
遊ぶ際には、子ども自身が遊びを計画し実行
することの重要性が指摘された。
　そのうえで、意見一七号では、第三一条に
関して、締約国に「尊重」、「保護」および「実
施」という三つの義務を課すことが勧告され、
三つの義務において確保すべき条件が挙げら

れた。
　第一に、第三一条の「尊重」では、「ケア提
供者のための支援」および「認識の向上」に
ついての実施が求められた。
　まず、「ケア提供者のための支援」において
は、条約の第一八条（親の第一次的養育責任
と国の援助）二項にてらして、「遊びながら子
どもの話を聴く方法」、および、「子どもの遊
びを促進し自由に遊ぶことを認め子どもと一
緒に遊ぶ環境の創造」といった実践的なもの
を含めて、親や他のケア提供者に対して、第
三一条の権利を支援し促進するガイダンスを
提供することが締約国に求められた。
　次に、「認識の向上」では、第三一条の価値
を低くみる文化的な態度に対応するには投資
が必要であることが指摘され、締約国には、
権利および遊びの重要性に関する公的な認識
の向上、ならびに、第三一条の権利の行使の
機会を減じる否定的な態度に挑むための措置
を講じる必要性が提示された。
　第二に、第三一条の「保護」をめぐっては、

「差別されないこと」、「国以外のアクターの規
制」、「有害なものからの子どもの保護」、「オン
ラインの安全性」、「紛争後の安全」、「市場とメ
ディア」および「不服申し立て」の項目に関
して義務の履行が勧告された（para.57）。
　これらの項目のうち、「差別されないこと」
では、法的措置を基に、障がいのある子ども
や病気の子どもを含めて、あらゆる子どもに
遊びにアクセスできる環境を保障することが
求められた。
　次に、「国以外のアクターの規制」に関して
は、市民社会のあらゆる構成員が第三一条の
規定に応じるべく、立法、規則およびガイド
ライン、ならびに、監視や強制のための効果
的な機序の導入の必要性が指摘された。この
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条件の適用される例には、安全性およびアク
セスのし易さの基準の制定、第三一条の実現
のための規定や機会を組み入れる義務および
子どものwell-beingを損なうものからの保護
が挙げられた。
　続いて、「有害なものからの子どもの保護」
においては、遊びに関して子どもと活動する
あらゆる専門職に対して、子どもを保護する
政策、手続き、ならびに、専門職の倫理およ
び規則や基準を導入し強化することが求めら
れた。
　そして、第三に、第三一条の「実施」では、

「立法および計画」、「データの収集と研究」、
「国と地方との共同」、「予算の確保」、「ユニ
バーサル・デザイン」、「地方自治体の計画」、
ならびに、「学校」をめぐる要件が提示された

（para.58）。
　まず、「立法および計画」においては、あら
ゆる子どもに第三一条を確保するための立法
を導入することを考慮するよう強く勧告され
た。また、立法には、あらゆる子どもに第
三一条の行使するための十分な時間や場所が
提供される等の、第三一条の原理を十分に含
むことが求められた。さらに、子ども自身の
活動のための時間や場所をつくり出すために、
第三一条に係る計画、政策、および、枠組み
を発展させるための検討を実施するよう勧告
された。
　次に、「データの収集と研究」では、子ども
に第三一条の義務の履行に関して説明責任を
果たすことを確保する観点から、監視や実施
の評価のための機序と同様に、遵守のための
指標を発展させることが必要であることが指
摘された。そのうえで、子どもが遊びにつな
がる必要性に関して理解を得られるために、
在宅医療を利用する等の子どもの特性を反映

したデータを収集することが求められた。ま
た、第三一条の行使の障壁となる、子どもや
ケア提供者の日常生活、および、家庭生活の
影響や近隣の条件に関して、子どもの参加を
確保したうえで、調査を実施する必要性につ
いても提示された。
　続いて、「国と地方との共同」について、遊
びに関する計画は、国と地方自治体との共同
との密接な共同を含めて、広範囲にわたる総
合的なアプローチを必要とし、相互に説明責
任を果たす必要のあるものであることに言及
された。そのうえで、第三一条の権利を実現
するための環境に重要な影響を与えるあらゆ
る事項に関して、国と地方自治体との共同を
促進するよう求められた。
　また、「予算の確保」では、子どもの遊びに
関する配分を確保するべく予算を再検討する
よう勧告され、障がいのある子ども等の周縁
化されがちな子どもにも等しく遊びへのアク
セスを確保するうえでの予算的措置を講じる
必要があることが特記された。
　さらに、「ユニバーサル・デザイン」に関し
て、障がいのある子どもが包摂され差別から
保護される義務を果たすうえで、遊びに係る
設備、建築、備品およびサービスにおいて、
ユニバーサル・デザインに関する投資が必要
であることが指摘された。そのうえで、締約
国に対して、あらゆる物質や価値の計画およ
び生産にユニバーサル・デザインが適用され
ることを確保するために、国以外のアクター
とつながるよう勧告された。
　そして、「地方自治体の計画」では、障がい
があるなど、あらゆる集団の子どもの遊びへ
のアクセスの質を保障するために、子どもの
参加を確保したうえで、遊びの提供について
の評価を実施することが求められた。さらに、
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子どもにやさしい環境を実現するために、優
先的に、第三一条の義務を伴った一貫した公
的な計画を策定する必要があることが指摘さ
れ、こうした計画において、特に、以下の項
目を実施することが求められた。

　１）利用のしやすさ
　２）子どもが自由に遊べる安全な生活環境
　３）遊び場所を保護する公的な安全措置
　４）緑化された場所へのアクセスの提供
　５）スピード制限等の規制を含む、道路に

関する措置
　６）あらゆる年齢の子どもを対象としたク

ラブ等の地域での活動の場所の提供
　７）コミュニティの子どものための文化的

活動の提供
　８）子どものアクセスを確保するための文

化政策の検討

Ⅳ．考察

　大阪発達総合療育センターでは、支援の目
的である、発達支援、家族支援、ならびに、
地域支援が、遊びをとおして包括的に実施さ
れている。

　第一に、発達支援としては、子どもの年齢
および障がいの種類や程度を考慮した遊びが
援助されている。
　通所施設である児童発達支援センター「ふ
たば」では、子どもが遊びをとおして、集団
での活動や、病院や家庭以外の環境を経験す
ることができる。また、二つのテーマから一
つの遊びを選び、約二ヶ月間にわたって選ん
だ一つの遊びを実施する選択保育が導入され、
感覚や運動に関わる理解の深まりが促進され
ている。

　さらに、重度の障がいのある預かり保育を
実施する「あおば」では、外来リハビリテー
ションが活用されるとともに、介護・療育部
門を設置する南大阪小児リハビリテーション
病院との連携により、子どもが生活に関わる
力を遊びをとおして楽しく高める活動が支援
されている。
　この他に、「なでしこ」では、子どもが生活
してきた施設や地域との連続性を保持した環
境で、継続して支援を得られるように配慮さ
れている。

　第二の家族支援としては、子どもとの遊び
の過程において、家族による子どもや障がい
の理解が援助されている。
　「ふたば」では、両親教室を開催し、障が
いのある子どもや子育てに関わる学習の機会
を得ることにより、保護者の不安の軽減が支
援されている。また、子どもや障がいの理解
に基づいて、家庭と子ども支援を協働するた
めに、保護者も子どもの保育に日常的に参加
することが前提とされている。具体的には、
施設での子どもとの生活の過程で、家庭でも
実施できる子どもとの遊びが共有されたり、
季節行事等に家族で参加することができるよ
うに、開催日時や開催場所に配慮されたりし
ている。さらに、家庭訪問を実施することを
とおして、実際の家庭環境をふまえた相談助
言活動が展開されている。加えて、同様に子
育てに取り組む仲間づくりを支援する観点か
ら、保護者のグループ活動が促進されたり、
座談会を活用した情報交換の機会が確保され
たりしている。この他にも、地域での生活を
発展させることを目的とした、交流保育が実
施されている。
　また、「あおば」では、家庭との相互的な理
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解に基づいた支援を実現するために、週に六
日間にわたって重度の障がいのある子どもの
預かり保育に対応されたり、家族とともに子
どもの個別支援計画が検討されたりしている。
また、南大阪小児リハビリテーション病院の
介護・療育部門の協力を得て、地域での生活
に関わる子どもや家族の力を高める支援も実
施されている。
　さらに、「なでしこ」では、生活支援を必要
とする18歳以上の障がいのある子どもおよび
保護者の支援も実現されている。

　そして、第三に、地域支援としては、遊び
や生活の支援をとおした、子どもの地域への
包摂、ならびに、地域との関係づくりが援助
されている。
　「ふたば」では、既に述べたように、季節
行事が地域で開催されたり、交流保育が定期
的に実施されたりしている。また、保育所等
訪問支援を活用して、個別の子どもまたは子
ども集団に関わる専門的な知識および技能の
習得を促進することにより、地域で生活する
子どもおよび家族の支援に寄与されている。
　「あおば」では、特に、重度の障がいのあ
る子どもを対象として、乳幼児期から、生活
支援および機能訓練により、地域に移行し、
社会に包摂されるための包括的な支援が実施
されている。その過程では、南大阪小児リハ
ビリテーション病院の介護・療育部門を通信
とする地域のネットワークの構築が志向され
ている。さらに、訪問看護・訪問リハビリテー
ションをめぐっては、地域医療連携部におい
て、子どもが家庭や社会に包摂されて生活す
ることができることが「子どもの最善の利益」
であるという理解を基に、遊びや療育が支援
されている。

　また、「なでしこ」では、地域との相互的な
社会的関係を発展させうる場として期待され
る、地域交流スペースが設置されている。

　以上の三つの支援は、在宅医療を受ける子
どもの通所施設への移行の過程で、子どもが
地域で安心して主体的に生活するために、包
括的に実施されている。

　これらの特性を有する包括的な支援に関し
て、遊びに参加する子どもの権利との関係で
は、遊びをとおして、病気や障がいのある子
どもの主体性が尊重されている点が評価でき
る。児童発達支援センター「ふたば」におい
て、子どもが複数のテーマから遊びを選択し
て参加できることは、子どもによる感覚や運
動に関わる理解を深めるだけでなく、子ども
の生活を豊かにし、遊びをとおした日常生活
への参加を支援する活動でもある。
　病気や障がいのある子どもの遊びをとおし
た支援には、子どもの回復や発達を促進する
ことを目的として実施される傾向がみられる。
病気や障害がいのある子どもにおいても、生
活を豊かにし、生活に参加する活動として、
子どもの内発的な動機から営まれるように、
喜び、不確実性、挑戦、柔軟性、非生産性を
伴って、回復や発達の手段としてだけでなく、
それ自体を目的とする活動して、遊びを子ど
もに確保する必要がある。特に、保育等の子
どもの福祉においては、子どもが遊びの決定
の過程に包摂され、遊びへの参加を支援され
る環境の創造および発展が求められる。また、
このような子どもに固有の価値としての遊び
の理解は、子どもだけでなく、遊びに関わる
専門職、家族や、社会全般に共有される必要
がある。
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　こうした子どもの遊びへの参加を実現する
ために重要な役割を果たすことに期待される
のが、国および地方の共同である。子どもの
遊びへの参加を尊重し、保護し、実施するた
めに、通所施設への移行支援の過程での遊び
への参加に関わる特性や、ケア提供者の提供
者の影響および条件等を反映したデータの収
集と研究の成果に基づいて、あらゆる子ども
のためのユニバーサル・デザインとして、立
法および計画を制定し、予算を確保すること
を国および地方に支援されることが求められ
る。

Ⅴ．結論

　本稿では、日本の子どもにおける在宅医療
から通所施設への移行の過程での遊びをとお
した支援に関して検討した。
　支援の成果としては、子どもの発達、家族、
ならびに、地域の支援が挙げられ、子どもの
年齢および障がいの種類や程度を考慮した遊
び、遊びの過程での子どもや障がいの理解、
さらに、子どもの地域への包摂や地域との関
係づくりが促進されている。
　子どもの遊びに参加する権利を確保するた
めに、遊びをとおして、子どもの回復や発達
を促進したり、病気や障がいのある子どもの
主体性を尊重したりするだけでなく、遊ぶこ
と自体を目的とする、内発的な動機づけに支
えられた遊びにより、生活を豊かにし、生活
に参加することを子どもに確保すること、さ
らに、国および地方の支援を得ることが求め
られる。
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